
愛知県障害者自立支援協議会について 
 

１ 障害者自立支援協議会の法定化 

  平成 18 年度から愛知県障害者自立支援協議会開催要領に基づき開催してきた「愛知県障害者自立支

援協議会」については、障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）が平成 24 年 4 月 1 日より一部

改正され、「自立支援協議会」が法律上位置付けられたことに伴い、新たに設置要綱を定める。 
  自立支援協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制

に関する課題を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備に

ついて協議を行い、障害者等への支援体制の整備を図ることを目的として設置する。 
 

２ 障害者自立支援協議会設置要綱について 

  平成２３年度までの開催要領との主な相違点は以下のとおり。 
 設置要綱 開催要領 

(1) 
協議 
事項 

(1) 県内における関係機関等によるネットワ

ーク構築等に向けた協議と課題の情報共有に

関すること。 
(2) 各圏域の障害者等の支援体制に係る課題

整理と、社会資源の開発、改善に関すること。 
(3) 市町村の障害者等相談支援体制に関する

こと。 
(4) 障害者等相談支援従事者の人材育成に関

すること 
(5) 専門的分野における支援方策について情

報及び知見を共有・普及すること。 
(6) 障害福祉計画の作成、変更及び進捗状況に

関すること。 
(7) 本協議会で協議した事項のうち、県の施策

として検討すべき事項を愛知県障害者施策審

議会に提言すること。 
(8) その他協議会において必要と認めること。 

(1) 市町村の障害者等相談支援体制に関する

こと 
(2) 障害者等相談支援従事者の研修に関する

こと 
(3) その他障害者等の相談支援に関すること 

(2) 
構成 
員 

知事が指名する 
任期２年 

健康福祉部長が選任する 
（任期は定めず） 

(2) 
会議 
の 
公開 

協議会の会議は、原則として公開する （規定なし） 

 

 ４ 専門部会 

  相談支援体制整備部会については、全市町村に自立支援協議会が設置されたこと、及び平成２４年

度から圏域ごとの地域アドバイザーに加えて新たに専門アドバイザー制度を創設し相談支援アドバイ

ザー制度の充実・強化が図られたことから一定の役割は果たしたと考えられる。 
今後は、施策審議会でも意見が出されたように、他の個別課題についても協議を行う専門部会を設

置することとし、従来の相談支援体制整備部会の拡充を図るため新たに地域生活移行推進部会を設置

することとする。 
地域生活移行推進部会では、地域生活のためのグループホーム・ケアホームなど居宅等の確保や相

談支援の一層の充実などの課題を協議する。また、従来から実施している相談支援アドバイザー会議

の自立支援協議会を部会の役割を補完するものとして位置づける。 
 

       （旧）               （新） 
 
 
 
 
 
 ※相談支援アドバイザー会議は、スーパーバイザー、各圏域の地域アドバイザー及び福祉相談センタ

ーを構成員として障害福祉課が年４回程度開催し、圏域の課題、相談支援体制整備の検討などを行っ

ている。 
 ※地域生活移行推進部会の委員は、会長が指名する。 
 
５ 障害者施策審議会との関係 

  別添イメージ図（施策審議会で承認済み）のとおり。 
  自立支援協議会（部会を含む）は、各圏域の課題のうち障害者の支援体制に関する事項について、

障害保健福祉圏域会議、相談支援アドバイザー会議から報告された課題を中心に、地域の実情に応じ

た障害者への支援体制の整備について協議を行い、各圏域の課題解決のための助言を障害福祉課等に

対して行うが、そのうち県の施策として検討すべき事項は施策審議会へ検討結果を報告する。 
  また、障害福祉計画については、各市町村のサービス利用実績、地域移行の数値目標の進捗状況を

自立支援協議会を通して施策審議会へ報告する。 
 
６ 会議の公開 

  自立支援協議会は、「審議会等の基本的取扱いに関する要綱」の附属機関に類する会議に該当するた

め、同要綱で法令等又は条例により非公開とされている場合を除き、原則として会議を公開するとさ

れている。また、開催日時、開催場所、議題、傍聴定員及び傍聴手続等については、事前に公表する。３ 構成員 

  ５で述べる障害者施策審議会との役割分担により、両組織の構成員は極力、重複しないように人選を

行う。基本的には施策審議会は各団体の代表者等を充て、自立支援協議会には県内各圏域の課題等を的

確に把握する必要があることから、現場に詳しい各団体の実務担当者を充てることとする。 
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